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1．はじめに 

総合資源エネルギー調査会 電力・ガス基本政策小委員会では、電力システム改革の包括的な検証を

行い、令和７年３月末に「電力システム改革の検証結果と今後の方向性～安定供給と脱炭素を両立する

持続可能な電力システムの構築に向けて～」をとりまとめ、次世代の電力システム構築に向けた検討の

方向性を示した。 

これを受け、同年６月には、同調査会 次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会の下に設置された「電

力システム改革の検証を踏まえた制度設計 WG」（制度設計 WG）において、次世代の電力システム構築

に向けた具体的な検討が進められてきた。また、同小委員会の下にある「制度検討作業部会」においても、

容量市場や長期脱炭素電源オークションを含め、各種電力市場・制度の運用を通じて確認された課題に

対応すべく制度見直しが累次実施されてきた。 

制度設計 WG では令和８年３月にとりまとめが行われ、継続検討事項については、それぞれ適切な場

で議論を進めていくこととされた。このうち、電力安定供給を担保するための短期及び中長期の供給力の

確保については、大規模電源の休廃止に係る一般送配電事業者との事前協議の仕組みの構築、供給力

の確保に向けた容量市場等の見直し、新規電源投資の促進のための長期脱炭素電源オークション制度

の見直しなどについて、今後も継続的に審議を行う必要があると整理された。 

これらの検討により、電力の安定供給の確保を実現していくことが重要である。その際には、2050 年カ

ーボンニュートラルの方針も踏まえた電源の脱炭素化の観点も含めた総合的な検討を行うことが望ましい。

このため、これまで制度検討作業部会において審議されてきた各種市場・制度も含め、電力の安定供給

の強化に向けた短期及び中長期の供給力の確保と脱炭素化の両立に関する議題を取り扱う場として、同

小委員会の下に、「電力安定供給ワーキンググループ」（本 WG）を設置することとした。 

本 WG での討議内容については、定期的に取りまとめのうえ、パブリックコメント手続を経て公表するこ

ととしている。 

 

予備電源制度については、需給の構造が変化していく中で、容量市場で想定されていない、大規模な

電源脱落、想定が困難な需要の急激な伸び、想定外の電源退出等に備えるため、一定期間内に稼働が

可能な休止電源を確保しておき、供給力が不足する見通しとなる場合に立ち上げることを可能とする枠組

みであり、2024 年８月に創設された。2025 年度に実施した予備電源の第２回募集の結果を踏まえ、第３

回以降の募集に向け、予備電源の今後のあり方及び詳細設計について検討を行った（なお、第２回募集

結果公表後に制度検討作業部会で議論された内容も一部含まれる）。 

 

容量市場については、現在、メインオークションにおける調達量算定において、「追加オークションで調

達を見込む供給力」として、H3 需要の 2%分（安定電源：1％、発動指令電源：1％）を控除している。直面し

ている供給力確保の課題や、応札状況の実態を考慮し、2026 年度以降に実施するメインオークションに

向けて、この 2％分の確保の時期について見直しを行った。 

 

エネルギーを取り巻く情勢が大きく揺れ動く中、我が国の国民生活や経済活動を支える電気の安定供

給をいかにして実現できるか、改めてその公益的課題に正面から向き合うことが求められている。本 WG

は、引き続き、電力の安定供給の強化に向けた短期及び中長期の供給力の確保と脱炭素化の両立に向

け、不断の検討を行っていく。  
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2．各議題の検討内容（各論） 

2.1 予備電源 

（１）背景  

2022年３月に生じた東京エリアの電力需給ひっ迫を受け、想定が困難な需要への対応、大規模な電源

脱落、想定外の市場退出など、容量市場において想定されていない事象が発生し、追加の供給力確保を

行う必要が生じた際に、休止中の電源を稼働させることで、供給力不足を防ぐことを目的に、一定期間内

に稼働が可能な休止電源を維持する枠組みとしての「予備電源制度」に関する設計について、制度検討

作業部会において議論を行ってきた。 

当該作業部会での検討を踏まえて、令和７年度に第２回募集を実施し、結果として以下の通り約 136万

kW の電源が落札された。第２回の結果を踏まえ、当該作業部会及び本 WGにおいて、第３回募集及び第

４回以降の募集について検討を行った。 

 

（参考図 2.1-1）第 2回募集の落札結果1 

 

 
1 2025年度予備電源募集（2026年度・2027年度制度適用開始向け）落札結果の公表について（2026

年３月 電力広域的運営推進機関） 
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（２）第 2回募集結果の分析 

 第 2 回の募集結果は、前頁に示した通り、西エリアでは予備電源が一定量確保できた一方、東エリアで

は２年連続で予備電源が確保できない結果となった。西エリアで予備電源を確保できた背景には、初回募

集で応札が無かったことを踏まえた目安価格の引上げ（初回 6,429 円/kW→第 2 回 14,399 円/kW ）等の

制度見直しが一定の効果を発揮したと考えられる。他方、東エリアでは制度見直し後も応札電源が無かっ

た。その背景のひとつとして、例えば、第 2 回募集前に実施された容量市場メインオークション(実需給年

度：2028 年度)の結果が挙げられる。当該メインオークションにおいては、追加処理後においても北海道・

東北・東京エリアが不足エリアとなり、これらのエリアでは上限価格以下の電源が全て約定した。そのため、

メインオークションの上限価格の平均値を目安価格とした予備電源への応札メリットが弱かったこともあり、

候補となり得る電源が乏しかったことが推測される。 

 

（参考図 2.1-2）容量市場メインオークション（実需給年度：2028年度） 
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（３）第３回以降の募集の検討について 

予備電源は、供給力確保の観点で、容量市場が平時の必要供給力を確保している中で、その外側で

災害等に備える準供給力としての役割を担う（参考図 2.1-3 中 A、B）。平時に必要な供給力については、

容量市場で確保することとしており、容量市場については、稼働可能な既存電源を最大限確保するため

の制度の見直し（指標価格見直し等）が行われているところである。予備電源はあくまで災害・需給逼迫

時に備えるための準供給力であり、平時の供給力は容量市場で確保するという制度の役割分担を踏まえ

ると、予備電源の調達量を満たす目的で稼働可能な既存電源が予備電源に過度に流入し、容量市場側

の供給力を損なうことは避ける必要がある。第 2 回募集結果を踏まえた現状においては、東エリアで応札

が無かったこと等もあり、確保すべき量を満たしていないことから、災害・需給逼迫リスクに備えた予備電

源の確保自体は引き続き不可欠である。ただし、平時の供給力を確保する容量市場に影響を与えない観

点から、予備電源制度側でのインセンティブ設計のあり方には留意する必要がある。 

上記を踏まえ、第 3 回以降についても、容量市場との役割分担を踏まえた上で、予備電源の募集を継

続的に実施することとした。 

 

（参考図 2.1-3）必要供給力と容量市場における調達量、予備電源の関係（イメージ）（第 61 回電力・ガス

基本政策小委員会（2023年 4月 27日）資料 7） 

  

 

さらに、第 3 回以降の募集に係る論点のうち、募集要件に関するものについては、第 3 回募集への反

映を基本として進めるとともに、容量市場やその他制度との関係整理が必要な論点については、第 4 回

以降に向けて継続的に議論を進めることとした。また、供給力確保の在り方については、2027年度に向け

て容量市場の見直しと一体的に議論が進められているところであり、予備電源制度の在り方もこの議論と

整合的に検討していく必要がある。こうした状況を踏まえ、2026 年度においては、容量市場の運用を大き

く変えないことから、予備電源の第 3回募集についても、制度の大枠は変えずに実施することとした。 

 

（４）第３回募集内容の詳細 

①募集量 

予備電源の確保すべき量について、容量市場の控除量や過去事例等を踏まえ、短期立ち上げの予備

電源は 100～200万 kW程度、長期立ち上げの予備電源は 200～300万 kW程度（全体では 300～400万

kW 程度）とした。よって、基本的には、予備電源として確保している量が全国合計で 300～400 万 kW（短

期立ち上げ・長期立ち上げ合計）となるように、毎年の募集量を設定することとなる。 
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 毎年の募集量の設定にあたっては、「N 年度を制度適用期間の第一年度とする予備電源の募集量は、

全体の募集量から、N 年度の年間を通して確保されている予備電源の量との差分とすることを基本として、

毎年決定すること」と整理している。 

 初回・第 2 回募集においては、以下の通りの考え方で募集量を設定した。本制度は制度適用期間を最

大 3年間としているため、これを基に単純に計算すると、毎年、確保すべき予備電源の量の 3分の 1ずつ

を募集し、確保すれば良いこととなる。そこで、直近 2 年度分（初回：2025・2026 年度、第 2 回：2026・2027

年度）を募集することとしたため、募集量は確保すべき予備電源の量の 3分の 2 とした。 

先述のとおり、確保すべき予備電源の量は短期立ち上げ・長期立ち上げ合わせて 300～400 万 kW 程

度としたため、2 か年分に相当する 200～300 万 kW程度を募集することとした。その際、落札電源の量が

募集量の幅の中に収まれば良いと考えると、幅のうち低い方（200 万 kW）に募集量を設定し、募集量をま

たぐ電源まで落札することとした。さらに、予備電源が一定範囲に集中することを避けるため東エリア/西

エリアは別々に募集することを踏まえ、東エリアと西エリアのそれぞれで 100 万 kW（短期立ち上げ・長期

立ち上げの合計）を募集量として設定することとした。 

初回・第 2 回募集では、初回募集では応札が無く、第 2 回募集では西エリアにおいて約 136 万 kW が

落札した。一方で、全国で確保すべき予備電源の量（300～400 万 kW）に対し未達である観点から、第 3

回募集については 2027・2028 年度を募集年度とし、東西で予備電源確保の状況が異なることから東/西

エリア別々の募集量とした。 

東エリアについて、確保すべき予備電源の量は、2027 年度で 150～200 万 kW、2028 年度で 150～200

万 kWとなる。他方、初回・第 2回共に応札が無かったことや、実需給年度 2029年度向けの容量市場メイ

ンオークションでも東北・東京が不足エリアとなっている状況を踏まえると、応札量が十分とならない可能

性がある。こうした状況の下で募集量を過大に設定した場合、適正な競争が十分に機能しないおそれが

あることから、第 2 回募集と同様に、2 年度合計で 100 万 kW を募集することとした。また、募集量を本来

確保すべき量より過少に設定しているため、募集量をまたぐ電源まで落札することとした。 

西エリアについては、既に確保された予備電源を考慮すると、追加で確保すべき予備電源の量は、

2027 年度で 68～118万 kW2、2028 年度で 96～146万 kW となる。このため、各年度でそれぞれ未達量を

募集することも考えられるが、その場合、落札電源の制度適用期間の設定次第では過剰な調達ともなり

得る3。 

従って、直近の募集年度である 2027年度の未達量 68～118万 kWのうち幅の低い方を取り、2年度合

計で 68 万 kW を募集することとした。また、幅の低い方を募集量に設定していることから、募集量をまたぐ

電源まで落札することとした。 

 

 
2 知多第二 2号は 2027年度の 12ヵ月中 10ヵ月が制度適用期間となるため、年間を通した確保とみな

す。 
3 例えば、2027年度・2028年度募集分がそれぞれ最大限確保され、2027年度落札分の電源の制度適

用期間が 2年以上となる場合等。 
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（参考図 2.1-4）第３回募集の募集量の考え方 

 

②募集区分 

長期立ち上げ/短期立ち上げの募集区分については、前回募集でも整理された通り、各区分の募集量

が少ないことから、応札電源がない区分がある一方、募集量超過により不落となる電源が生じる区分が

発生する可能性がある。これを踏まえ、応札された予備電源を可能な限り調達できるよう、長期立ち上げ/

短期立ち上げについては、1つの募集区分として競争させ、落札電源を決定することとした。 

 

③目安価格 

初回募集で応札が無かった一方で、目安価格を、容量市場メインオークションの落札価格の平均から、

上限価格の平均に引上げ（初回 6,429 円/kW→第 2 回 14,399 円/kW）等の制度見直しを行い、第２回募

集では複数の応札があった。したがって、初回募集の目安価格に比べて、第２回募集の目安価格は、事

業者の応札判断に合致していたと推測される。また、第 113 回制度検討作業部会でご議論いただいたと

おり、平時の供給力を確保する容量市場に影響を与えない観点から、予備電源制度側でのインセンティ

ブ設計の在り方には留意が必要である。したがって、第３回募集の目安価格は、第２回同様、容量市場メ

インオークションの上限価格の平均値を参照することとした。 

ただし、第２回募集ではメインオークション過去５回分（第 1 回～第 5 回）の平均値としていたところ、よ

り直近の価格動向を反映した水準とする観点から、直近過去３回分（第 4 回～第 6 回）の容量市場メイン

オークションの上限価格の平均値である、14,860円/kW とした。 

なお、現在、容量市場の指標価格（NetCONE）の見直しの議論が行われているところ。予備電源の目安

価格への反映については、容量市場の議論を踏まえ、第４回募集以降に改めて検討することとした。 

 

（参考図 2.1-5）容量市場メインオークション結果概要（第 1回～第 6回）及び予備電源第 1回～第 3回

募集の目安価格 
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④対象となる電源 

初回・第 2回募集において、参加可能な電源は、「送電端容量で 10万 kW以上の火力電源」かつ「容量

市場メインオークションにおいて２年連続で不落札若しくは未応札となった電源又は容量市場における差

し替え元電源」とした。対象電源については、これまでのアンケート等を通じ、「容量市場メインオークショ

ンにおいて単年度不落札等となった電源」、「経済的ペナルティを支払って容量市場から退出した電源」等

を対象電源に追加すべきとの意見があった。初回・第 2 回募集の検討過程においては、これらの電源を

予備電源制度の対象に加えることにより、予備電源制度が容量市場からの退出を促進するインセンティ

ブとして機能するおそれがあるとして、対象外と整理したところである。その他、「非効率石炭火力」のフェ

ードアウトを進める中での予備電源制度の位置付けについて、今後必要に応じて検討することとしていた。 

これまで整理してきたとおり、本制度における対象の拡大が、容量市場からの退出を促進するインセン

ティブとして機能することは引き続き避ける必要がある。一方で、供給力確保の観点からは、上記の電源

のうち準供給力として活用し得た電源が、予備電源化の検討を経ずに休廃止判断を行い、市場から退出

することは望ましくない。こうした両面の要請を踏まえた制度設計を行うためには、対象拡大が容量市場

に与える影響を精査し、容量市場の要件等の見直しと一体的に議論する必要がある。 

よって、第 3 回募集においては、2026 年度の容量市場メインオークション（2030 年度実需給）が現行制

度の枠組みを大きく変えず実施予定であることも踏まえ、対象となる電源の要件は第 2 回募集の内容を

維持することとした。その上で、第 4 回募集に向けて、容量市場からの退出を促進するインセンティブとな

らないための措置を講じつつ既存電源を維持する観点で、上記で挙げた電源を予備電源制度の対象に

加えることの可否・条件について、容量市場の要件等の見直しと一体的に検討を進めることとした。なお、

検討にあたっては、第 3回募集の結果公表を待たず、供給力確保の在り方と合わせて継続的に議論を進

めることとした。 

 

⑤調達方式 

初回、第 2 回募集においては、予備電源の候補となる電源の状態が個別に大きく異なることや、対象と

なり得る候補電源が限られている状況を踏まえ、個別電源の事情を考慮・評価しやすくするため、調達方

式は事業者提案（総合評価）方式とし、事業者提案に基づく総合評価方式を用いて、価格以外の評価（技
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術評価）及び価格評価によって落札電源を決定することとした。なお、価格以外の評価（技術評価）につい

ては、休止状態を適切に維持し、立ち上げプロセスへの応札を行うために技術的に最低限の条件を満た

しているかを、広域機関及び広域機関が設置する委員会において確認することとした。第 3回募集におい

ても、対象電源について初回・第 2 回募集と大きな変化がないため、これまでと同様に事業者提案（総合

評価）方式とし、事業者提案に基づく総合評価方式を用いることとした。 

 

⑥建議事項 

2026 年３月、予備電源制度ガイドラインの改定について、電力・ガス取引監視等委員会から経済産業

大臣宛てに建議が行われた。建議の内容は（１）経年改修費（資本的支出）、（２）休止措置期間における

発電側課金（kW課金）の２点。 

 

(i) 経年改修費（資本的支出） 

経年改修費（資本的支出）について、建議の内容は以下の通り。 

「立ち上げプロセスにおいて電源を稼働させるために、事前に修繕・経年改修工事などを実施しておくこと

が必要不可欠な場合、これらの費用について応札価格に織り込むことが妥当と考えられるため、「予備電

源制度ガイドライン」において、休止状態を適切に維持し、立ち上げプロセスへの応札を行うという基本的

なリクワイアメントを満たすために必要最小限の経年改修費（資本的支出）を応札価格に織り込むことが

認められる旨を明記する。」 

上記について、予備電源の休止維持及び立ち上げプロセスへの応札の観点で織り込むことが適切な

費用と考えられることから、建議のとおりガイドラインの改定を行うこととした。一方、当該費用については、

予備電源としてのリクワイアメントを満たすための必要最小限の範囲内で織り込まれるべきであり、大幅

な機能向上に資する設備投資等を認めるものではない。従って、経年改修費（資本的支出）については、

事業者が織り込んだ内容の必要性や妥当性について、広域機関が設置する委員会による技術評価にお

いて、技術的観点から確認し、必要に応じて確認の内容を監視等委に申し送り、監視の際の参考資料と

することとした。 

 

(ii) 発電側課金 

休止措置期間における発電側課金（kW課金）について、建議の内容は以下の通り。 

「発電側課金（kW 課金）は、電源の休止措置及び休止状態の維持を図るという過程で、継続的に発生す

る費用と考えられるため、「予備電源制度ガイドライン」において休止措置期間中に発生する費用を応札

価格に織り込むことが認められる旨を明記する。」 

上記について、第 2 回募集までは「当該電源の休止状態の維持に係る発電側課金（kW 課金） 」として、

休止措置期間中に発生する費用は認められなかったところ、当該期間における費用も予備電源の休止維

持に係る費用として適切と考えられることから、建議のとおりガイドラインの改定を行うこととした。 

 

⑦短期立ち上げにおける立ち上げプロセス 

 初回・第 2回募集において、短期立ち上げの予備電源に応札を求める立ち上げプロセスは、落札から実

需給まで３か月程度の期間で立ち上げを求められる公募等とされ、例えば kW 公募等とされた。この点、

第 113 回制度検討作業部会において、「一般送配電事業者による kW 公募があくまでも暫定的な措置で
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あることに鑑み、短期の供給力確保策の検討を深めていく」こととされた。従って、今後、短期立ち上げの

予備電源に応札を求める立ち上げプロセスについては、上記で検討される新たな短期供給力確保策等へ

の応札を想定することとした。 

 

⑧第 3回募集のスケジュール 

 第 3 回募集では、第 113 回制度検討作業部会で整理した通り、2026 年度に 2027・2028 年度向けの予

備電源を募集することとなる。2025 年度に実施した第 2 回募集においては、2025 年夏頃から募集を開始

し、審査や監視、公表に必要な手続きを経て、2026 年３月に落札結果公表となった。こうした実績も踏ま

え、2026 年度中に公表を行うための必要な期間を考慮し、第３回募集は募集手続を 2026 年度夏頃に開

始し、2026年度冬頃に落札決定とするスケジュールとした。 

 

（参考図 2.1-6）第 3回募集スケジュール（概要） 

 

 

2.2 容量市場 

（１）背景  

容量市場は、予め必要な供給力を確実に確保すること、卸電力市場価格の安定化を実現することで、

電気事業者の安定した事業運営を可能とするとともに、電気料金の安定化により需要家にもメリットが

もたらされること等を目的として創設された。2024 年度の実需給を対象としたメインオークションが 2020

年度に初めて開催されて以来、毎年度メインオークション開催の実績が積み重ねられており、2025年度

には第 6 回目となる 2029 年度の実需給を対象としたメインオークションおよび、2026 年度の実需給を

対象とした追加オークションを開催した。容量市場で確保された供給力に基づく実需給は 3 年目を迎え、

小売電気事業者等への容量拠出金の請求、発電事業者等への容量確保契約金額の支払いといった

請求・支払の運用や、容量提供事業者に求められるリクワイアメントを満たしているかどうかのアセスメ

ントといった対応も進められてきた。 

2026 年 3 月 27 日に開催された第 72 回 容量市場の在り方等に関する検討会（以降、「在り方検討

会」という。）では、2027 年度実需給向けの追加オークションに向けた需要曲線の原案と、容量市場に

おいて確保されている供給力の関係が提示され、確保された供給力確保量は、目標調達量よりも少な

い位置にあるため、追加オークションを実施することに決定した（第 113 回 制度検討作業部会）。その

際、2027 年度実需給向けメインオークションの約定処理以降で 462 万 kW の電源退出が発生している

ことが示された。 

現在、メインオークションにおける調達量算定においては、「追加オークションで調達を見込む供給力」

として、H3需要の 2%分（安定電源：1％、発動指令電源：1％）を控除している。直面している供給力確保

の課題や、応札状況の実態を考慮し、2026 年度以降に実施するメインオークションに向けて、この 2％

分の確保の時期について見直しを行った。 



12 

 

 

（２）追加オークションで調達を予定している供給力（H3需要の 2%分）の見直しについて 

現在、メインオークションにおける調達量算定においては、追加オークションで調達することを前提と

して、H3需要の 2%分（安定電源：1％、発動指令電源：1％）を控除している。 

容量市場は適切な供給信頼度の維持を図るために、予め必要な供給力を確保する手段として議論

してきたが、 4 年前には稼働が見通せないものの、実需給が近づくと稼働が見通せる電源（例えば、自

家発電設備、原子力、DR 等）も存在しうることが論点となり、そのような供給力を確保するためにも、メイ

ンオークションでは全量を調達せずに、追加オークションで調達することと整理した。 

一方で、メインオークションで非落札となった電源が追加オークションを待たずに退出するリスクも考

えられ、第 63 回制度検討作業部会において、必要な供給力を確保する観点から、メインオークションで

落札した電源の市場退出や非落札電源の休廃止などにより追加オークションに参加する電源等が不足

しうる兆候が確認された場合には、供給力確保の在り方について再検討を行うこととした（参考図 2.2-1）。 

 

（参考図 2.2-1） 「追加オークションで調達を予定している供給力」における過去の整理（第 63回制度検

討作業部会（2022年 3月）） 

 

そこで、第 73 回 在り方検討会（2026 年 5 月 27 日）において、「容量確保契約締結後（追加オークショ

ンの開催判断時点）の市場退出の状況」および「メインオークションにおける非落札量と追加オークション

で調達を見込む供給力の関係」が示された。 

足下では、追加オークション開催判断時点で、H3需要の 3%程度が市場退出している。また、メインオー

クションの非落札容量と追加オークションに向け控除した量（H3 需要の 2%）の差分は年々小さくなってお

り、仮に今後も電源の休廃止が新増設を上回る規模で推移し続けた場合には、追加オークションが開催

されたとしても必要供給力の確保ができなくなる可能性が示された（参考図 2.2-2、2.2-3）。 
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（参考図 2.2-2） 追加オークション開催判断時点の市場退出の状況（第 73回 在り方検討会(2026年 5

月) ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考図 2.2-3） メインオークションにおける非落札量と追加オークションで調達を見込む供給力の関係

（第 73回 在り方検討会(2026年 5月) ） 

 

 

第 73 回 在り方検討会では、発動指令電源の応札状況についても示された。メインオークションの応

札容量は、年々増加傾向にあり、実需給 2028 年度以降は応札上限容量を上回っている。なお、仮に応

札上限容量を H3需要の 1％分増加させた場合には、応札容量は上限容量を下回ることが示された。 

一方、追加オークションでは、応札上限容量に対して応札容量が大幅に下回っており、仮に応札上限

容量を H3 需要の 1％分、減少させた場合においても応札容量は上限容量を下回ることが示された（参

考図 2.2-4）。  

 



14 

 

 

（参考図 2.2-4） 発動指令電源の応札状況（第 73 回 容量市場の在り方等に関する検討会(2026 年 5

月)） 

 
 

以上の結果、以下の現状を踏まえ、メインオークションにおける調達量から H3需要の 2%分（安定電源：

1％、発動指令電源：1％）の控除は行わず、メインオークションで全量を調達することと整理した。 

✓ メインオークションで非落札となった電源が追加オークションを待たずに退出するリスク、およ

び落札電源の市場退出等により、追加オークションに参加する電源等が不足しうる兆候がある。 

✓ メインオークションにおける発動指令電源の応札量が増加傾向にあり、足元では応札上限容

量を上回る状況にある。一方、追加オークションにおいては、仮に応札上限容量を H3 需要の 1%

減らした場合でも、これまでの結果を踏まえると、現時点で応札量が上限容量を超えるような状況

にはない。 
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次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会電力安定供給ワーキンググル

ープ開催状況 
 

開催回数 開催日時 議題 

第 1回 令和 8年 5月 13日 （１）今後の供給力確保について  

（２）予備電源について  

（３）長期脱炭素電源オークションについて  

（４）需給調整市場について  

（５）非化石価値取引について 

第 2回 令和 8年 6月 5日 （１）今後の供給力確保について  

（２）長期脱炭素電源オークションについて 

（３）容量市場について 

（４）需給調整市場について  

※網掛け回は本資料に関する議論を実施 
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次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 

電力安定供給ワーキンググループ委員等名簿 
 

※五十音順、敬称略 ◎は座長、〇は座長代理 

（令和 8年６月現在） 

（委員） 

○秋元 圭吾  公益財団法人地球環境産業技術研究機構システム研究Ｇ  

グループリーダー 

◎大橋 弘    東京大学大学院経済学研究科 教授 

河辺 賢一  東京科学大学 工学院 准教授 

小宮山 涼一 東京大学大学院工学系研究科 教授 

島 美穂子  森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士 

辻 隆男    横浜国立大学大学院工学研究院知的構造の創生部門 教授 

土井 通子  PwC Japan有限責任監査法人 シニアマネージャー 公認会計士 

又吉 由香   SMBC日興証券株式会社 産業・サステナビリティ戦略部 

マネジング・ディレクター 

松村 敏弘   東京大学社会科学研究所 教授 

宮川 暁世  日本政策投資銀行 調査・研究本部 産業調査部長 

 

（オブザーバー） 

今井 敬   電力広域的運営推進機関 企画部長 

片山 修   全国電力関連産業労働組合総連合 会長代理 

木村 昭彦  電気事業連合会 理事・事務局長 

國松 亮一  一般社団法人日本卸電力取引所 企画業務部長 

斎藤 祐樹  株式会社エネット 取締役 経営企画部長 

田上 博道  電力・ガス取引監視等委員会事務局 総務課長 

福元 直行  一般社団法人電力需給調整力取引所 代表理事・事務局長 

山本 竜太郎 一般社団法人送配電網協議会 専務理事・事務局長 

渡邊 崇範  東京ガス株式会社 

エネルギートレーディングカンパニー 電力事業部長 

 

（関係省庁） 

環境省 


